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問い合わせ 鴻巣市役所 ０４８－５４１－１３２１（代表）

都市建設部 水道課 （内線）３１４３

水道料金の基本料金２か月免除を実施

新型コロナウイルス感染症に係る現在の経済情勢を踏まえ、市民生活並びに経済活動支

援として、水道料金の基本料金を免除します。

【内 容】 水道の基本料金を２か月分、全額免除

※水道料金は、基本料金と使用量に応じた従量料金からなります。

（水道料金＝基本料金（今回、免除の対象）＋従量料金）

【対象者】 市内の全水道使用者（公共施設を除く）：約５１，５００戸

【期 間】 ６月検針（４・５月使用分の基本料金）又は７月検針（５・６月使用分の基

本料金）

【免除額】 約１億１，０５０万円

※一般的な世帯（口径20mm）の場合、基本料金（２か月分）２，１５６円

（税込）が免除となります。

【手続き】 今回の免除に対する申請等の必要はありません。

基本料金を差し引く方法で実施します。

【支払猶予】 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に支払いが困難な場合は、

申請により支払猶予の対応を行います。

【その他】 下水道使用料、農業集落排水施設使用料は免除の対象外ですが、支払の猶予

につきましては対応します。

継続的な感染予防のため、手洗いなどを徹

底しましょう。


